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自衛隊専用車両の売払いに関する
調査の結果等について

２．調査結果と原因

〇 高機動車等の自衛隊専用車両は、車両の素材や性能については同系統の民間車両と基本
的に同じ車両であり、民間車両と仕様の異なる管制灯火（民間車両にはない特有のライ
ト）等を破壊する等の事前措置を講じた上で、業者に売払い、自動車リサイクル法に基
づき処理するよう引き渡し。

○ 高機動車等の自衛隊専用車両の売払いについては、これまでも外観の似た車両や部品の
転売等の情報があり、契約の適正履行を確保するため、特に保有台数の多い陸上自衛隊
において累次対策を強化。

〇 令和５年３月以降、自衛隊の高機動車の可能性がある車両が国内外の市中に存在すると
の複数の指摘があり、本年４月以降、防衛装備庁を中心として、自衛隊専用車両の売払
いに関して３自衛隊における事実関係等を調査し、今般、その調査結果と再発防止強化
策をとりまとめ。

(1) 調査結果
〇 平成３０年４月から令和５年３月までの間に売払った自衛隊専用車両については、事
業者から転売の申告なし。

〇 部隊は、原則として解体・破砕への立会は実施せず、当該期間中の売払いのうち契約
で解体・破砕証明書（写真添付）を義務付けた案件について解体等の実施を書面確認。
また一部の事業者は証明書を未提出。

〇 自衛隊専用車両の解体・破砕が不十分でかつ転売禁止部位を含む転売の企図を把握。
〇 平成３０年８月以前に売払われたとみられる高機動車について、適切に解体・破砕が
なされないまま国内で流出した事例（自動車登録なし）及びフィリピンから再輸入され、
国内で自動車登録されている事例を国内の実地調査で複数確認。

〇 フィリピンで実施した実地調査において、高機動車を含めた複数車種の自衛隊専用車
両が日本国内での不十分な解体・破砕後に現地で再生され、販売されていることを確認。

(2) 原因
ア 契約の履行確保が不十分

〇 ３自衛隊ともに、再生を困難とするレベルの解体・破砕を業者に要求するための
共通的かつ明確な基準なし。

〇 海上自衛隊・航空自衛隊は、材料として売払いをする目的以外での転売を禁止す
る旨の記載はあるものの、外装部等の転売禁止部位は特に定めず。また、航空自衛
隊の一部基地では、目視確認等、解体・破砕証明書に依らない確認を実施。

〇 解体・破砕証明書による確認は、特に添付写真の鮮明さ等の確保や使い回し・画
像加工の防止の点で限界があり、意図的な欺罔行為に対し脆弱。

イ 契約違反の追及が不十分
〇 解体・破砕証明書の未提出等の履行遅滞や契約違反に対する督促・追及が不十分。
〇 転売禁止部位が転売された可能性等の情報を得ても、契約相手方から任意の協力
が得られない限り、転売先等の情報を追跡・確認できず。



3．再発防止策等

(1) 売払い要領の改善
事務次官通達等により、自衛隊専用車両の売払い要領と仕様について３自衛隊共通の

基準を設け、各自衛隊は売払い契約の仕様書に規定。
・ 転売禁止部位の特定及び転売禁止の明記
・ 解体・破砕の共通基準
・ 外装部等の解体を自衛隊の施設内で実施。やむを得ない場合は、業者の作業場に
隊員を派遣して立会

・ 契約相手方は、下請負者及び解体自動車（廃車ガラ）等の売却先を報告

(2) 関係省庁等との連携強化
〇 再発防止策を実施する中で関係法令の違反のおそれを把握した場合、関係省庁等と連
携して対応する等、一層緊密に協力。

(3) その他の措置
〇 解体・破砕を適切に行わなかったほか、転売禁止部位の輸出を試みる等の契約違反を
行った事業者１社を、９か月の指名停止措置。解体・破砕証明書の提出を著しく怠る契
約違反を行った事業者1社を、４か月の指名停止措置。

〇 解体・破砕証明書の確実な提出を確保するため、契約相手方に、解体・破砕証明書を
履行期限を超えて未提出の状態にある者でないことを要求。
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(3) 留意事項
〇 売払われた車両が管制灯火等の「軍専用設計部位」が全て破壊又は取外しされている
場合は外為法上の「軍用車両」に該当しないことから、外為法上の輸出許可は不要。

〇 自動車リサイクル法では、解体した自動車を、製品の原材料として利用するものとし
て輸出することは可能。

〇 安全・環境の基準を満たしていること、所有権を有していること等道路運送車両法上
の要件を満たした場合には、自動車登録を実施。


